
 

○
県
の
出
資
法
人
へ
の
関
わ
り
方
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
四
年
三
重
県
条
例
第
四
十
一
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

（
役
員
） 

第
六
条 

知
事
等
は
、
そ
の
所
管
に
係
る
主
要
出
資
法
人
の
理
事
、
監
事
そ

の
他
の
役
員
に
つ
い
て
、
そ
の
職
責
に
鑑
み
、
適
任
者
が
選
任
さ
れ
る
よ

う
、
必
要
に
応
じ
て
、
助
言
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
令
又

は
定
款
に
お
い
て
、
役
員
の
選
任
が
知
事
の
任
命
又
は
認
可
に
よ
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
る
主
要
出
資
法
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
法
人
形
態
の
転
換
等
） 

第
十
条 

知
事
等
は
、
そ
の
所
管
に
係
る
主
要
出
資
法
人
に
対
し
て
、
当
該

主
要
出
資
法
人
の
目
的
の
達
成
の
程
度
、
事
業
の
実
施
状
況
、
組
織
の
実

態
等
に
鑑
み
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
統
廃
合
、
解
散
又
は
法
人
の
形

態
の
転
換
に
つ
い
て
、
助
言
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

（
自
律
的
運
営
等
へ
の
配
慮
） 

第
十
二
条 

知
事
等
は
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
前
三
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
、
出
資
法
人
の
自
律
的
運
営
及
び
県
以
外
の
出
資
者
の
利

益
を
損
な
わ
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
役
員
） 

第
六
条 

知
事
等
は
、
そ
の
所
管
に
係
る
主
要
出
資
法
人
の
理
事
、
監
事
そ

の
他
の
役
員
に
つ
い
て
、
そ
の
職
責
に
か
ん
が
み
、
適
任
者
が
選
任
さ
れ

る
よ
う
、
必
要
に
応
じ
て
、
助
言
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法

令
又
は
定
款
に
お
い
て
、
役
員
の
選
任
が
知
事
の
任
命
又
は
認
可
に
よ
る

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
主
要
出
資
法
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

（
法
人
形
態
の
転
換
等
） 

第
十
条 

知
事
等
は
、
そ
の
所
管
に
係
る
主
要
出
資
法
人
に
対
し
て
、
当
該

主
要
出
資
法
人
の
目
的
の
達
成
の
程
度
、
事
業
の
実
施
状
況
、
組
織
の
実

態
等
に
か
ん
が
み
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
統
廃
合
、
解
散
又
は
法
人

の
形
態
の
転
換
に
つ
い
て
、
助
言
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

（
自
律
的
運
営
等
へ
の
配
慮
） 

第
十
二
条 

知
事
等
は
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
及
び
第
九
条
か
ら
前
条

ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
出
資
法
人
の
自
律
的
運
営
及
び
県
以
外

の
出
資
者
の
利
益
を
損
な
わ
な
い
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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